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４ 産業保健関係助成金 

産業保健活動に取り組む事業主に対して助成するものであり、事業場における産業保健

活動の活性化を目的としています。 

本助成金は次の６つに分けられます。 

Ⅰ ストレスチェックの実施に対し助成する「ストレスチェック助成金」 

Ⅱ ストレスチェックの集団分析結果を活用した、職場環境改善の実施に対し助成する

「職場環境改善計画助成金」 

Ⅲ 心の健康づくり計画の作成、実施に対し助成する「心の健康づくり計画助成金」 

Ⅳ 産業医活動等の実施に対し助成する「小規模事業場産業医活動助成金」 

Ⅴ 治療と仕事の両立支援制度導入等に対し助成する「治療と仕事の両立支援助成金」 

Ⅵ 副業・兼業労働者に実施した一般健康診断に対し助成する「副業・兼業労働者の健

康診断助成金」 

Ⅶ 健康保持増進計画の作成、実施に対し助成する「事業場における労働者の健康保持

増進計画助成金」 

 

Ⅰ ストレスチェック助成金 

ストレスチェックを実施し、また、医師による面接指導等を実施した従業員５０人未満の事業場に対し

て助成するものであり、労働者の健康管理の促進を目的としています。 

 

対象となる措置 

本助成金は、下記の「対象となる事業場」に該当する事業場が、次の１または２の措置を実施した場合に

受給することができます。 

１ ストレスチェック 

年１回のストレスチェックを実施した場合 

２ ストレスチェックに係る医師による活動 

ストレスチェックに係る医師による活動（※１）について実施した場合 

※１ 医師が次の①または②を行うこと 

①ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること 

②面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること 

 

対象となる事業場 

本助成金を受給する事業場は、次の１～５の要件をすべて満たしていることが必要です。 

１ 労働保険の適用事業場であること。 

２ 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて５０人未満であること。 

３ ストレスチェックの実施者が決まっていること。 

４ 事業場が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。 

５ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 
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助成額 

本助成金は、助成の対象に応じて、下表の額が支給されます。 

 

助成対象 助成額 

①ストレスチェックの実施 １従業員につき５００円を上限に実費を支給 

②ストレスチェックに係る医師による活動 
１事業場あたり１回の活動につき２１,５００円を上限に

実費を支給（上限３回） 

 

受給手続 

本助成金の受給手続きの流れは次のとおりです。 

 

①ストレスチェックの実施について審議 

・ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情

報提供などを行う。 

 

②ストレスチェックの実施 

・医師又は保健師等によるストレスチェックを実施し、従業員へ結果を通知する。 

 

③ストレスチェックに係る面接指導などの実施 

・ストレスチェック実施後、従業員からの申出に対して面接指導などを行う。 

 

④ストレスチェック助成金支給申請 

・必要な書類を揃えて、ストレスチェック実施とストレスチェックに係る医師による活動の費

用について、助成金の支給申請を行う。 

ストレスチェック実施後６か月以内に助成金支給申請を行ってください。 

 

⑤助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が支払われる。 

 

 

利用にあたっての注意点 

申請様式やこれに添付すべき書類については、（独）労働者健康安全機構へお問い合わせください。 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx 

助成金専用ナビダイヤル TEL ０５７０－７８３０４６ 
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Ⅱ 職場環境改善計画助成金 

ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成

し、計画に基づき職場環境の改善を実施した事業場に対し助成するものであり、職場環境改善の促進を目的

としています。 

対象となる措置 

本助成金は、下記の「対象となる事業場」に該当する事業場が、次の措置を実施した場合に受給すること

ができます。 

【事業場コース】専門家（※１）の指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の

改善を実施した場合。 

【建設現場コース】専門家（※１又は※２）の指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職

場環境の改善を実施した場合。 

※１ 産業医等の医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、産業カウンセラー、臨床心理士等の心理

職、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士 

※２ 労働安全コンサルタント（建設業で安全管理業務３年以上従事者）又は統括安全衛生責任者（３

年以上経験者）であって、厚生労働省（労働衛生課）が定める研修を修了した者 

対象となる事業場 

本助成金を受給する事業場は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。 

【事業場コース】 

１ 労働保険適用事業場であること。 

２ ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること。 

３ 専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結していること。 

４ ストレスチェック実施後の集団分析結果だけではなく、専門家から管理監督者による日常の職場管理

で得られた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場巡視で得られ

た情報等も勘案して職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けていること。 

５ 専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一部

を実施していること。 

６ 専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されたことの確認を受けていること。 

 【建設現場コース】 

 １ 労災保険の適用事業であること。 

２ 元方事業者及び関係請負人の労働者数が常時５０人以上の建設現場であること。 

３ 元方事業者は、ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること。 

４ 元方事業者は、専門家と職場環境改善に係る契約を締結していること。 

５ 建設現場を訪問した専門家からストレスチェック実施後の集団分析結果の見方やストレスチェック実

施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善手法について指導を受けていること。 

６ 専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一

部を実施していること。 

７ 専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されていることの確認を受けているこ

と。 
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助成額 

 本助成金は、各コースに応じて、下表の額が支給されます。 

助成対象 助成額 

【事業場コース】 

専門家の指導費用 

１事業場あたり１００,０００円を上限に実費を支給。ただし、将来にわた

り１回限りとする。 

【建設現場コース】 

専門家の指導費用 

１建設現場あたり１００，０００円（税込み）を上限に実費を支給。ただ

し、将来にわたり１回限りとする。 

 

受給手続 

本助成金の受給手続きの流れは次のとおりです。 

【事業場コース】 

 

①ストレスチェックの実施 

・医師、保健師等によりストレスチェックを実施し、従業員へ結果を通知する。 

②ストレスチェック実施後の集団分析 

・ストレスチェック結果を一定の規模の集団ごとに集計・分析する。 

③職場環境改善計画の作成に係る指導契約の締結 

・専門家と職場環境改善計画の作成に係る指導契約を締結する。 

④職場環境改善計画の作成 

・専門家からの職場環境の評価、改善すべき事項を踏まえ、職場環境改善計画を作成する。 

⑤職場環境の改善 

・作成された職場環境改善計画に基づき、労働時間や勤務体系、作業方法や職場組織、職場の

物理化学的環境の改善、健康相談窓口の設置等を実施する。 

⑥職場環境改善計画助成金支給申請 

・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。 

⑦助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 
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【建設現場コース】 

 

①ストレスチェックの実施 

・建設工事従事者に対してストレスチェックを実施する。 

 

②ストレスチェック実施後の集団分析 

・ストレスチェック結果を建設現場全体及び建設現場内の一定規模の集団（会社又はグルー

プ）ごとに集計して、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析する。 

 

③職場環境改善計画の作成に係る指導契約の締結 

・専門家と職場環境改善計画の作成に係る指導契約を締結する。 

 

④職場環境改善計画の作成 

・専門家からの職場環境の評価、改善すべき事項を踏まえ、職場環境改善計画を作成する。 

 

⑤職場環境の改善 

・作成された職場環境改善計画に基づき、リスク低減措置（職場組織や職場の物理化学的環境

の改善等）を実施する。 

 

⑥職場環境改善計画書助成金支給申請 

・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。 

 

⑦助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

 

利用にあたっての注意点 

その他支給要件、申請様式及びこれに添付すべき書類については、（独）労働者健康安全機構へお問い合

わせください。 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx 

助成金専用ナビダイヤル TEL ０５７０－７８３０４６
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Ⅲ 心の健康づくり計画助成金 

メンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づきメ

ンタルヘルス対策を実施した事業主に対し助成するものであり、労働者の心の健康の保持増進の促進を目

的としています。 

 

対象となる措置 

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の措置を実施した場合に受給すること

ができます。 

メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づきメンタル

ヘルス対策を実施した場合。 

※ 中小規模事業場にメンタルヘルス対策を普及推進するため、産業保健総合支援センターが委嘱したメンタルヘルス対策

に関する訪問支援を専門的に行う者 

 

対象となる事業主 

本助成金を受給する事業主は、次の１～６の要件をすべて満たしていることが必要です。 

１ 労働保険適用事業場であること。 

２ 登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること。 

３ 訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、新たに心の健康づくり計画を作成してい

ること。 

４ 作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。 

５ 「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。 

６ メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実

施されたことの確認を受けていること。 

 

助成額 

１事業主あたり、一律１００,０００円が支給されます。 

ただし、１事業主あたり将来にわたり１回限りとなります。 
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受給手続 

本助成金の受給手続きの流れは次のとおりです。 

 

①心の健康づくり計画の作成に係る助言・支援 

・訪問したメンタルヘルス対策促進員からの助言・支援（事業場訪問３回）を受ける。 

 

②心の健康づくり計画の作成 

・心の健康づくり計画を作成する。 

 

③心の健康づくり計画の周知 

・従業員に心の健康づくり計画を周知する。 

 

④心の健康づくり計画の実施 

・心の健康づくり計画に基づきメンタルヘルス対策を実施する。 

 

⑤メンタルヘルス対策促進員による確認 

・メンタルヘルス対策促進員から「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対

策が実施されたことの確認を受ける。 

 

⑥心の健康づくり計画助成金支給申請 

・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。 

 

⑦助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

 

利用にあたっての注意点 

その他支給要件、申請様式及びこれに添付すべき書類については、（独）労働者健康安全機構へお問い合

わせください。 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx 

助成金専用ナビダイヤル TEL ０５７０－７８３０４６ 
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Ⅳ 小規模事業場産業医活動助成金 

産業医の要件を備えた医師または保健師と契約し、産業保健活動を実施した従業員５０人未満の事業場

に対し助成するものであり、労働者の健康管理の促進を目的としています。 

 

対象となる措置 

本助成金は、下記の「対象となる事業場」に該当する事業場が、次の措置を実施した場合に受給すること

ができます。 

【産業医コース】 

産業医の要件を備えた医師と、職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導などの産

業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、契約を締結した産業医が産業医活動の全部又は一部

を実施した場合。 

 

【保健師コース】 

保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康

教育などの産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、契約を締結した保健師が産業保健活動

の全部又は一部を実施した場合。 

 

【直接健康相談環境整備コース】 

産業医または保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを含めた産業医活動または産業保健活動の全

部又は一部を実施する契約を締結し、労働者に仕組みについて周知した場合。 

 

対象となる事業場 

本助成金を受給する事業場は、要件をすべて満たしていることが必要です。 

【産業医コース】 

１ 小規模事業場（常時５０人未満の労働者を使用する事業場）であること。 

２ 労働保険適用事業場であること。 

３ 産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医

活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。 

４ 産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。 

５ 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 

 

【保健師コース】 

１ 小規模事業場（常時５０人未満の労働者を使用する事業場）であること。 

２ 労働保険適用事業場であること。 

３ 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健

康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。 

４ 保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること。 

５ 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 
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【直接健康相談環境整備コース】 

１ 小規模事業場（常時５０人未満の労働者を使用する事業場）であること。 

２ 労働保険適用事業場であること。 

３ 産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医

活動の全部又は一部を実施する契約を締結していること又は保健師と健診異常所見者や長時間労働者等

に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実

施する契約を締結していること。 

４ 上記又は上記と同様の契約を産業医又は保健師と契約していることを前提に、契約した産業医又は保

健師に労働者が直接健康相談できる仕組みを含めた契約をしていること。 

５ 産業医又は保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを労働者へ周知していること。 

６ 産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 

 

助成額 

【産業医コース】 

１事業場あたり、６か月ごとに１００,０００円を上限に実費が支給されます。 

ただし、１事業場あたり将来にわたり２回限りとなります。 

 

【保健師コース】 

１事業場あたり、６か月ごとに１００,０００円を上限に実費が支給されます。 

ただし、１事業場あたり将来にわたり２回限りとなります。 

 

【直接健康相談環境整備コース】 

１事業場あたり、６か月ごとに一律１００,０００円が支給されます。 

ただし、１事業場あたり将来にわたり２回限りとなります。 
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受給手続 

本助成金の受給手続きの流れは次のとおりです。 

 

【産業医コース】 

 

①産業医と産業医活動の契約 

・産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結する。 

 

②産業医活動の実施 

・契約に基づき産業医による職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、

産業医活動の全部又は一部を実施する。 

 

③産業医に対する支払い 

・産業医に対して、契約に基づき費用を支払う。 

 

④小規模事業場産業医活動助成金支給申請（１回目） 

・必要な書類（６か月分の産業医に支払った費用の領収書等）を添えて、労働者健康安全機構

へ助成金の支給申請を行う。 

 

⑤小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

⑥小規模事業場産業医活動助成金支給申請（２回目） 

・必要な書類（６か月分の産業医に支払った費用の領収書等）を添えて、労働者健康安全機構

へ助成金の支給申請を行う。 

 

⑦小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

 【保健師コース】 上記を以下のとおり読み替えます。 

  産業医 ⇒ 保健師 

 産業医活動 ⇒ 産業保健活動 
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【直接健康相談環境整備コース】 

 

①産業医又は保健師と産業保健活動の契約 

・産業医の要件を備えた医師又は保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを含めた産業保

健活動の全部又は一部を実施する契約を締結する。 

 

②労働者への周知 

・産業医又は保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを労働者へ周知する。 

 

③小規模事業場産業医活動助成金支給申請（１回目） 

・必要な書類（産業医又は保健師との契約書等）を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支

給申請を行う。 

 

④小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

⑤小規模事業場産業医活動助成金支給申請（２回目） 

・必要な書類（産業医又は保健師との契約書等）を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支

給申請を行う。 

 

⑥小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

 

利用にあたっての注意点 

その他支給要件、申請様式及びこれに添付すべき書類については、（独）労働者健康安全機構へお問い合

わせください。 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx 

助成金専用ナビダイヤル TEL ０５７０－７８３０４６ 
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Ⅴ 治療と仕事の両立支援助成金 

労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助成するも

のであり、労働者の健康確保を図ることを目的としています。 

なお、本助成金は、支給対象措置によって次のように区分されます。 

 

 

環境整備コース 

労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度

や休暇制度を導入し、かつ、両立支援コーディネーターを配置した事業主に対

する助成 

 

制度活用コース 

がん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者のために、両立

支援コーディネーターを活用して社内制度を運用し、就業上の措置を行った

事業主に対する助成 

 

対象となる措置 

 

【環境整備コース】 

環境整備コースは、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の（１）及び（２）の措置を実

施した場合に受給することができます。 

（１）両立支援制度の導入 

（２）両立支援コーディネーターの配置 

 

【制度活用コース】 

制度活用コースは、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の（１）及び（２）の措置を実

施した場合に受給することができます。 

（１）両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を活用した両立支援プランの策定 

（２）両立支援制度を労働者に適用 

 

対象となる事業主 

 

【環境整備コース】 

環境整備コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。 

（１）労働保険の適用事業の事業主であること。 

（２）両立支援制度の導入を新たに行い、両立支援コーディネーターを配置した事業主であること。 

なお、両立支援コーディネーターの配置に当たっては、以下の①から③までのいずれにも該当する事業

主であること。 

① 雇用している労働者に労働者健康安全機構が実施する両立支援コーディネーター養成研修（以下「養

成研修」という。）を受講、修了させた事業主であること。 

② 支給申請時点において、両立支援コーディネーターを一般被保険者等として継続して１年以上雇用

することが確実であると認められる事業主であること。 

③ 養成研修の費用（交通費、宿泊費）が発生する場合は、事業主がこれを全て負担していること。 

（３）過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として助成金を受給していない事業主である
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こと。 

 

【制度活用コース】 

制度活用コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。 

（１）労働保険の適用事業の事業主であること。 

（２）事業所に配置されている両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を活用した両立支援プラ

ンを策定し、対象事業所における対象労働者に実際に適用した事業主であること。 

（３）過去に両立支援制度を活用したことを事由として助成金を受給していない事業主であること。 

 

支給額 

 

【環境整備コース】 

両立支援制度を導入し、両立支援コーディネーターを配置した場合に２００，０００円が支給されます。 

ただし、１企業又は１個人事業主当たり将来にわたり１回限りとなります。 

 

【制度活用コース】 

対象労働者の雇用期間の定めの有無に応じて、次の額が支給されます。 

（１）対象労働者が有期契約の場合 ２００，０００円 

（２）対象労働者の雇用期間に定めのない場合 ２００，０００円 

ただし、１企業又は１個人事業主当たり、上記（１）、（２）のそれぞれについて将来にわたり１回限りとな

ります。 

  



 

- 339 - 

 

受給手続 

 本助成金の支給手続きの流れは次のとおりです。 

 

【環境整備コース】 

 

①両立支援コーディネーターの配置 

・雇用している労働者に両立支援コーディネーター研修（労働者健康安全機構が実施）を受

講、修了させる。 

 

②両立支援制度の導入 

・両立支援制度を社内に導入し、導入した両立支援制度と配置した両立支援コーディネーター

を労働者に周知する。 

 

③治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)支給申請 

・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を提出する。 

 

④助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 
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【制度活用コース】 

 

①両立支援制度の実施 

・両立支援コーディネーターを活用して両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、対象

労働者に実際に適用する。 

 

②治療と仕事の両立支援助成金（制度活用コース）支給申請 

・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を提出する。 

 

③助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

 

利用にあたっての注意点 

その他支給要件、申請様式及びこれに添付すべき書類等については、（独）労働者健康安全機構へお問い

合わせください。 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx 

助成金専用ナビダイヤル TEL ０５７０－７８３０４６  
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Ⅵ 副業・兼業労働者の健康診断助成金 

副業・兼業を行う40歳未満の労働者の一般健康診断を実施した事業主に対して、その要した費用を助成

するものであり、労働者の健康管理の促進を目的としています。 

 

対象となる措置 

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業場が、次の措置を実施した場合に受給することが

できます。 

一般定期健康診断の実施対象となっていない労働者（40 歳未満で労災保険に加入している副業・兼業を行

っている労働者に限る）一般健康診断を実施した場合。 

 

対象となる事業主 

本助成金を受給する事業主は、次の１及び２の要件を満たしていることが必要です。 

１ 労働保険適用事業場であること。 

２ 一般定期健康診断の実施対象となっていない労働者（40 歳未満で労災保険に加入している副業・兼業

を行っている労働者に限る）対して一般健康診断を実施した事業主であること。 

 

 

支給額 

１副業・兼業労働者あたり１回限り１０，０００円、１事業場あたり１００，０００円を上限に実費が支給さ

れます。 

 

受給手続 

 

本助成金の支給手続きの流れは次のとおりです。 

① 健康診断実施に当たっての調整 

・副業・兼業労働者の状況に応じて健康診断を実施する場所を調整する。 

（・事業主が健康診断実施に係る項目、期間、場所、費用を明記した契約を健診実施機関と締結する。） 

 

② 健康診断の実施 

・副業・兼業労働者が健康診断実施機関で一般健康診断を受ける。 

（・事業主が副業・兼業労働者に対して①の契約に基づき一般健康診断を実施する。） 

 

③ 健康診断実施後の取り組み（任意） 

・健康診断の結果について医師等から意見を聴取するなど、適切な措置を講ずる。 

 

④ 健康診断実施機関に対する支払い 

・副業・兼業労働者に健康診断実施機関が発行した領収書を事業主に提出する。 

（・事業主が健康診断実施機関に対して、契約に基づいて費用を支払い、領収書を受け取る。） 

 

⑤ 副業・兼業労働者の健康診断助成金支給申請 
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・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。 

一般健康診断実施後６か月以内に助成金支給申請を行ってください。 

 

⑥ 助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

 

 

利用にあたっての注意点 

その他支給要件、申請様式及びこれに添付すべき書類等については、（独）労働者健康安全機構へお問い

合わせください。 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx 

助成金専用ナビダイヤル TEL ０５７０－７８３０４６ 
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Ⅶ 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金 

事業場における労働者の健康保持増進のための指針（以下「THP 指針」という。）に基づき、健康保持増

進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業主に対し助成するものであり、事業場に

おける労働者の健康保持増進の促進を目的としています。 

 

対象となる措置 

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の措置を実施した場合に受給すること

ができます。 

THP指針に基づき、健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した場合。 

 

対象となる事業主 

本助成金を受給する事業主は、次の１～３の要件をすべて満たしていることが必要です。 

１ 労働保険適用事業場であること。 

２ THP指針に沿った健康保持増進計画を作成していること。 

３ 健康保持増進計画に基づき具体的な健康保持増進措置を実施していること。 

 

助成額 

１事業場あたり１００,０００円を上限に実費が支給されます。 

ただし、将来にわたり１回限りとなります。 

 

受給手続 

本助成金の受給手続きの流れは次のとおりです。 

 

①健康保持増進計画の作成 

・健康保持増進計画を作成する。 

 

②健康保持増進措置の実施 

・健康保持増進計画に基づき健康保持増進措置を実施する。 

 

③事業場における労働者の健康保持増進計画助成金支給申請 

・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。 

 

④助成金支給決定通知の受取、助成金受領 

・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 

 

利用にあたっての注意点 

その他支給要件、申請様式及びこれに添付すべき書類については、（独）労働者健康安全機構へお問い合

わせください。 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx 

助成金専用ナビダイヤル TEL ０５７０－７８３０４６ 


